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●
市
財
政
へ
の
影
響
は
？ 

村
上
議
員
―
合
併
に
よ
る
市
財
政
へ
の
影
響
は
ど
う
か
。

合
併
建
設
計
画
で
示
さ
れ
て
い
る
「合
併
後
10
年
間
」
だ

け
で
な
く
、
11
年
目
以
降
に
つ
い
て
も
説
明
を
。 

南
部
盛
一
財
政
局
長
―
合
併
後
10
年
間
は
、
国
・
県
の

財
政
支
援
措
置
を

大
限
活
用
し
、
合
併
に
伴
う
経
費

を
す
べ
て
ま
か
な
う
計
画
で
あ
り
、
市
財
政
へ
の
影
響
は
な

い
と
考
え
る
。
11
年
目
以
降
も
、地
方
交
付
税
措
置
や
海

田
町
域
に
お
け
る
税
収
な
ど
で
ま
か
な
え
る
と
考
え
る
。 

 

●
一
般
財
源
で
負
担
す
る
も
の
は
？ 

村
上
議
員
―
今
年
度
内
に
一
般
財
源
で
負
担
す
る
も
の

は
何
か
。
ま
た
４
月
の
合
併
後
は
ど
う
な
る
の
か
。 

南
部
財
政
局
長
―
９
月
補
正
予
算
で
措
置
し
た
も
の
（
福

祉
関
係
電
算
シ
ス
テ
ム
の
改
造
な
ど
で
約
２
億
１
千
万
円
）

の
ほ
か
、
住
居
表
示
板
の
取
替
え
や
公
共
施
設
の
名
称
標

示
物
の
変
更
に
伴
う
経
費
な
ど
が
見
込
ま
れ
る
が
、
現
段

階
で
所
要
額
お
よ
び
今
年
度
と
来
年
度
の
内
訳
を
述
べ

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

●
合
併
建
設
計
画
の
見
直
し
は
？ 

村
上
議
員
―
合
併
建
設
計
画
（
８
３
７
億
円
）
の
半
分
を

占
め
る
東
部
地
区
連
続
立
体
交
差
事
業
と
海
田
市
駅
南

口
整
備
事
業
（
合
計
で
４
３
０
億
円
）
の
う
ち
、
特
に
連
続

立
体
交
差
事
業
（
広
島
市
域
分
）は
広
島
市
公
共
事
業
見

な
お
し
委
員
会
で
見
直
し
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
市

と
し
て
見
直
す
考
え
は
な
い
か
。 

村
上
あ
つ
子
議
員
の
質
疑 

本
会
議 

９
月
26
日 

三
宅
吉
彦
企
画
総
務
局
長
―
合
併
建
設
計
画
は
、
合
併

協
議
会
の
合
意
を
経
て
両
市
町
の
長
が
調
印
し
、
国
・
県

の
様
々
な
財
政
支
援
措
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
基

本
的
に
は
変
更
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

 

●
海
田
町
の
基
本
計
画
は
ど
う
な
る
？ 

村
上
議
員
―
合
併
建
設
計
画
に
は
、
海
田
町
の
「
基
本
計

画
」が
す
べ
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

三
宅
企
画
総
務
局
長
―
海
田
町
が
「第
３
次
海
田
町
総

合
基
本
計
画
」か
ら
事
業
を
抽
出
し
、
両
市
町
の
協
議
で

合
併
建
設
計
画
に
盛
り
込
む
事
業
を
取
り
ま
と
め
た
。

よ
っ
て
海
田
町
の
「
基
本
計
画
」を
す
べ
て
網
羅
し
た
も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
新
た
に
加
わ
っ
た
事
業
も
な
い
。 

 

●
海
田
町
の
職
員
は
ど
う
な
る
？ 

村
上
議
員
―
海
田
町
の
職
員
２
４
０
人
は
市
職
員
と
な

る
が
、
合
併
後
の
職
員
定
数
は
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
、
連

絡
所
（
海
田
東
公
民
館
に
併
設
予
定
）
の
職
員
配
置
は
。 

三
宅
企
画
総
務
局
長
―
合
併
後
の
市
職
員
定
数
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
見
直
し
作
業
を
進
め
て
い
る
。
連
絡
所
の
人

員
に
つ
い
て
は
、市
の
同
種
の
連
絡
所
（
公
民
館
職
員
４
名
、

連
絡
所
職
員
１
名
の
計
５
名
）と
同
様
の
体
制
に
な
る
。 

 

●
住
民
サ
ー
ビ
ス
は
ど
う
な
る
？ 

村
上
議
員
―
海
田
町
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る
保
健
・
福
祉

事
業
に
つ
い
て
は
、市
が
そ
れ
に
合
わ
せ
る
考
え
は
な
い
か
。 

守
田
貞
夫
社
会
局
長
―
海
田
町
独
自
の
16
の
保
健
・
福

祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
「事
業
の
効
果
」
「市
の
類
似
事
業
で

の
代
替
の
可
能
性
」
「
海
田
町
の
制
度
を
市
に
導
入
し
た

場
合
の
影
響
」を
検
討
し
た
結
果
、
廃
止
す
る
予
定
。 

海田町との合併問題 

おもな海田町独自の保健・福祉事業   社会局長答弁 

在宅の要介護者の移送に必要な車両を無償貸与 

する「移送サービス」（介護保険の枠外事業） 

介護保険制度の「介護タクシー」を利用 

することで代替可能 ⇒ 廃止 

65歳以上の高齢者を対象とした 

「訪問理美容サービス」 

事業の効果・必要性の観点から検討 

⇒ 廃止 

母子・準母子家庭への「高等学校入学支度金」 

（１人につき７万円を限度に支給） 

無利子の母子福祉資金貸付制度や 

市奨学金制度で代替可能 ⇒ 廃止 

海田町独自の保健・福祉事業（16事業）はすべて廃止
� � � � �

 

住民サービスが低下してしまう 
合併では意味がない もっと情報公開を 

すべて廃止 



防
災
マ
ッ
プ
の
位
置
づ
け
疑
問 

 

（
藤
井
議
員
） 

残
土
搬
入
を
す
ぐ
に
や
め

さ
せ
る
方
策
を
と
る
べ
き
。
業
者
は
指
導
に

従
わ
ず
、
搬
入
を
続
け
て
い
る
。
危
険
と
い

う
認
識
は
あ
る
か
？ 

（
市
） 

程
度
の
判
定
は
難
し
い
が
、
残
土
が

無
い
と
き
に
比
べ
て
積
み
上
げ
て
い
る
こ
と

が
危
険
な
の
は
明
ら
か
。
危
険
と
の
認
識
は

各
部
署
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
。 

（
藤
井
議
員
） 

市
は
、住
民
か
ら
「
危
険
」と

の
電
話
を
受
け
お
き
な
が
ら
、
業
者
の
伐

採
届
け
を
受
理
し
た
こ
と
に
な
る
。 

（
市
）今
後
、
注
意
し
て
や
っ
て
い
き
た
い
。 

（
藤
井
議
員
） 

き
っ
か
け
と
責
任
は
当
局

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
市
） 

こ
の
行
為
は
合
法
。
基
準
に
そ
っ
た

造
成
な
ら
、
現
在
の
よ
う
な
危
険
な
状
況

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。 

（
藤
井
議
員
） 

防
災
マ
ッ
プ
を
全
戸
に
配

り
避
難
を
指
導
す
る
一
方
で
、
「
伐
採
届
け

の
受
理
イ
コ
ー
ル
埋
め
立
て
の
許
可
で
は
な

い
」と
言
っ
て
も
言
い
逃
れ
に
す
ぎ
な
い
。 

（
市
） 

法
律
上
、
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
審

査
は
「
伐
採
が
森
林
に
影
響
す
る
か
」
を
見

る
だ
け
で
、｢

残
土
埋
立｣

は
森
林
法
で
は
規

制
で
き
な
い
。
土
石
流
危
険
地
域
の
上
の
開

発
工
事
の
扱
い
が
、
条
例
を
つ
く
る
上
で
、

大
き
な
検
討
課
題
だ
。 

（
藤
井
議
員
） 

防
災
マ
ッ
プ
の
位
置
付
け
が

疑
問
だ
。
職
員
へ
の
指
導
を
徹
底
し
て
も
ら

い
た
い
。 

 

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
不
法
に
取
り
払
い
、

林
道
の
法
面
も
無
許
可
で
使
用 

 

（
藤
井
議
員
） 

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
不
法
に

取
り
払
い
、
市
の
法
面
を
無
許
可
で
使
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
の
か
。
（
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
を
取
り
払
う
に
は
市
へ
の
加
工
申

請
が
、
法
面
使
用
の
た
め
に
は
許
可
申
請

が
い
る
）
。 

（
市
） 

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
昨
日
現
地
へ
行

き
す
ぐ
復
旧
を
命
じ
た
。
法
面
に
つ
い
て
は

許
可
申
請
を
指
導
し
て
い
る
が
、
ま
だ
出
て

い
な
い
。 

（
藤
井
議
員
） 

こ
れ
ら
の
違
法
行
為
を
見

逃
し
て
い
た
こ
と
へ
の
責
任
は
。 

（
市
） 

法
律
上
の
問
題
は
あ
る
が
、
市
の
責

任
は
無
い
。
結
果
的
に
整
っ
て
い
な
い
点
は

対
応
し
て
い
く
が
、
地
主
と
業
者
の
問
題
に

市
が
責
任
を
持
て
な
い
。 

（
藤
井
議
員
） 

市
は
第
三
者
的
立
場
で
は

解
決
で
き
な
い
。 

（
市
） 

反
省
点
は
あ
る
が
税
金
に
よ
る
損

害
賠
償
責
任
は
な
い
。
力
不
足
、
勉
強
不
足

も
あ
り
何
と
か
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
の
思

い
は
あ
る
。
我
々
は
決
し
て
傍
観
者
的
立
場

で
責
任
が
無
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

間
に
入
っ
て
努
力
を
続
け
て
い
る
。 

 

林
道
付
近
の
住
民
ほ
と
ん
ど
が
署
名

両
方
の
請
願
採
択
を 

 

（
藤
井
議
員
） 

伐
採
し
た
木
を
埋
め
込
む

や
り
方
は
山
ご
と
落
ち
る
危
険
な
状
況
。

｢

安
全
に
や
れ｣

で
は
な
く
、
搬
入
を
止
め

さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
請
願
（
第
４
号
）

の
趣
旨
だ
。「
工
事
を
早
く
や
め
な
さ
い
」と

の
指
導
は
、
業
者
に
と
っ
て｢

早
く
土
砂
を

搬
入
し
て
し
ま
い
な
さ
い｣

と
い
う
の
と
同

じ
。経
済
活
動
優
先
で
市
民
の
安
全
が
な
い

が
し
ろ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
市
は
、

も
っ
と
森
林
保
全
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
。 

 

「中
止
と
復
旧
を
求
め
る
署
名
」に
は
、林

道
沿
い
の
ほ
と
ん
ど
の
住
民
が
署
名
し
て
い

る
。
こ
の
願
い
が
無
視
さ
れ
な
い
よ
う
採
択

を
お
願
い
し
た
い
。 

 ９月議会では、白木町建設残土投棄問題

で、地元の住民から２つの請願（＊）が提出さ

れ、「条例制定を求める請願」は採択されまし

たが、「残土埋立中止と復旧を求める請願」は

継続審査となりました。条例制定について市

は、「来年の２月議会に間に合わせたい」と答

弁しました。 

 経済環境委員会で藤井とし子議員は、条

例制定の重要性とともに、今すぐにでも残土

災害招く前に 

残土搬入すぐやめさせる方策を 

搬入を中止させ復旧工事をしないと取り返し

のつかない災害を招くことを改めて強調し、両

方の請願の採択を訴えました。 

（＊）二つの請願 

▼請願第４号「土石流災害防止のため、白木町大

椿林道沿い林地への残土埋立中止と復旧を求め

ることについて」（継続審査） 

▼請願第５号「農地や林地等における建設残土

の埋立て等に関する規制を求めることについて」

（採択） 

経
済
環
境
委
員
会 

 

請
願
審
査
で
の 

 
 

 
 

藤
井
と
し
子
議
員
の
発
言 

白木残土投棄問題  請願審査 


